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農林水産省ビジョン・ステートメント

わたしたち農林水産省は、
生命を支える「食」と安心して暮らせる「環境」を
未来の子どもたちに継承していくことを使命として、

常に国民の期待を正面から受けとめ
時代の変化を見通して政策を提案し、
その実現に向けて全力で行動します。

いのち
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農林水産省の組織



〇調査計画職員に採用されると、主に農林水産省本省の農村振興局や地方農政局等において、農地
や農業水利施設等の農業生産基盤の整備に必要な調査・計画、農村地域の活性化と振興に関する
業務を担当します。
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農林水産省の組織

農林水産省

大臣官房 消費・安全局 輸出・国際局 農産局 畜産局 経営局 農村振興局

総務課 農村政策部 整備部

農村計画課

地域振興課

都市農村
交流課

鳥獣対策・
農村環境課

設計課

土地改良
企画課

水資源課

農地資源課

地域整備課

防災課

農林水産技術会議事務局 林野庁 水産庁

地方農政局

（本省）
• 全国的視点に立った、施策の企画・立案
• 予算要求や法令・制度の制定・改正 等

調査計画職員が主に配属される部署

※ 整備部や農村振興局以外の局にも配属される部署があります。

（次ページ）
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地方農政局

企画調整室 総務部 消費・安全部 生産部 経営・事業
支援部

農村振興部 統計部

設計課 水利整備課

農地整備課

地域整備課

防災課

農村計画課

土地改良管理課

農村環境課

事業計画課

土地改良調査管理事務所

土地改良技術事務所

国営事業所

• 土地利用調整 等

• 農村環境調査、鳥獣対策
農業遺産等

• 国営事業計画の策定 等

• 本省で企画・立案された施策や事業を地域の実情に合わせて的確に実施
• 都府県,市町村や関係団体との調整や情報交換、啓発活動 等

• 国が直接行う農業農村整備事業(国営事業)
の実施に必要な調査や計画の立案等

調査計画職員が主に配属される部署

※ 農村振興部や土地改良調査管理事務所以外にも配属される部署があります。

都市農村交流課 • 農泊、農福 等

• 土地改良事業の事後評価
等



農林水産省の機関の所在地

農林水産省本省に加え、全国７つの地方農政局があります。
また、各農政局には土地改良調査管理事務所（全国15ヵ所）があります。

本省・農政局の所在地

※北海道、沖縄には、それぞれ国土交通省北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局があります。

関東農政局
（埼玉県さいたま市）

農林水産省
（東京都霞が関）

近畿農政局
（京都府京都市）

東海農政局
（愛知県名古屋市）

九州農政局
（熊本県熊本市）

中国四国農政局
（岡山県岡山市）

北陸農政局
（石川県金沢市）

東北農政局
（宮城県仙台市）

４



土地改良調査管理事務所の所在地

農林水産省の機関の所在地

①

②③

④

⑤

⑥

⑧

⑦

⑨

⑪

⑩

⑬
⑫

⑭

⑮

① 北奥羽土地改良調査管理事務所 青森県弘前市 東北農政局

② 北上土地改良調査管理事務所 岩手県盛岡市

③ 西奥羽土地改良調査管理事務所 秋田県秋田市

④ 阿武隈土地改良調査管理事務所 福島県福島市

⑤ 利根川水系土地改良調査管理事務所 千葉県柏市 関東農政局

⑥ 西関東土地改良調査管理事務所 静岡県菊川市

⑦ 信濃川水系土地改良調査管理事務所 新潟県新潟市 北陸農政局

⑧ 西北陸土地改良調査管理事務所 石川県小松市

⑨ 木曽川水系土地改良調査管理事務所 愛知県名古屋市 東海農政局

⑩ 淀川水系土地改良調査管理事務所 京都府京都市 近畿農政局

⑪ 南近畿土地改良調査管理事務所 奈良県大淀町

⑫ 中国土地改良調査管理事務所 広島県広島市 中国四国
農政局

⑬ 四国土地改良調査管理事務所 香川県丸亀市

⑭ 北部九州土地改良調査管理事務所 福岡県久留米市 九州農政局

⑮ 南部九州土地改良調査管理事務所 宮崎県都城市

５



農村振興局

調査計画の仕事紹介
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農村振興局の取組

■ 農業用水の確保や農地の整備などによる農業生産性の向上

農業用水を水田で利用するには、堰（頭首工）や水路などの施設を利用し、それ
ぞれのほ場に公平に配分することが不可欠です。

農村振興局では、このような農業用水の供給に必要な施設の整備・保全に加え、
営農条件を改善するため水田・畑の整備や、農産物を運搬するための農業用道
路の整備など、土地改良事業（農業農村整備事業）により食料生産基盤を整備し、
農業生産性を向上させる取組を進めています。

せき

（水田へ）

ほ場の大区画化

（

）

堰

（茶畑への撒水）

生産基盤の整備・保全による生産性向上
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■ 地域の資源を活用した農村地域の活性化

また、農村は、食料を生産する農業が営まれる場であるとともに、農業者を含めた
地域住民の生活の場でもあり、長い年月と様々な人間活動を通じて多様な文化や
二次的自然が形作られています。

そこからは、人間の生命の維持に欠くことのできない食料が安定的に供給される
だけでなく、国民に対し、国土や生物多様性の保全、美しく安らぎを与える空間とな
る景観の形成、文化の伝承、情操教育といった多岐にわたる恩恵（農村のもつ地
域資源）をもたらしています。

これらの地域の資源を保全・活用しながら、農村地域の活性化と振興を図る取
組を進めています。

地域資源を活用した地域の活性化
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～農業用水の供給施設整備のイメージと農業生産性向上の例 ～

調査計画職員の仕事
施設の整備を契機とした新たな営農を展開をするための計画づくり、
その実現に向けた地域の取組を支援します。

６次産業化の推進
（農産加工品の販売）



～農地整備のイメージと農業生産性向上の例～
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調査計画職員の仕事
農地の整備により生じる余剰労力や節減経費等を活用した新たな営農を
展開をするための計画づくり、その実現に向けた地域の取組を支援します。

農地の整備

けいはん
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エコ・フード
施設エリア

田園空間整備事業パンフレットより

農地
⇒食料供給、国土保全、
観光資源（体験農園）

農村景観・環境（棚田等）
⇒観光資源（グリーンツー
リズム等）、生態系保全

伝統文化
⇒文化継承、地域活
性化、観光資源

農産物
⇒食料供給、６次産業化、
ブランド化（観光資源）

農村コミュニティ
⇒都市農村交流、担い
手の確保、伝統文化
の保存

農家（家屋）
⇒観光資源（農泊等）、
職場（テレワーク）

再生可能エネルギー（畜産廃棄物や森林
資源等の有機性資源、水力、風力、太陽光）
⇒循環型社会の形成、所得の確保

農業用水
⇒食料供給、水循環の形成、
生態系保全

農業・農村の有する
多面的機能

農業・農村は、国民に食料を安定的に供給する場であるとともに、国土の保全や水源のかん養、伝統
文化の継承などの多様な地域資源があり、こうした資源の役割が十分に発揮されるよう、農村の振興を
図ることが重要です。 

～農村の多様な地域資源の活用のイメージ～



～農村の地域活性化のための様々な取組の例～

○ 地域の農林水産業、風景・文化など農村のもつ地域資源を活用して、自治体や民間企業、地域の方々、
NPOなど様々なプレーヤーが連携し、地域活性化に取り組んでいます。
〇 施策立案・実施を通じて、地域の魅力を発信し、地域と地域、人と人とを繋ぐハブの役割を担います。
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農業者等との計画づくり

環境調査

水田用水量調査

営農転換の支援

具体的な業務の事例 ①

調査・計画

事業の実施

営農の展開

（3～６年）

（10～15年）

着 工

完 了

• 事業実施後の評価（事後評価）

• 地域の農業や環境などの状況の調査
 （作付状況調査、用水量調査、土壌調査、環境調査等）

• 事業実施区域の土地の面積や権利関係の調査

• 地域農業者、行政機関等との農業生産の向上や環境を保
全するための計画づくり

• 事業を実施した場合の経済効果の算定

• 営農展開のための取り組み支援

《 調査計画職員の仕事 》《 事業の流れ 》

地域の農業や環境の状況を調査し、農業者や市町村など地域の皆さんと一緒になって、農業生産基

盤整備や農村環境を保全するための計画を作ります。また、その計画により事業を実施した場合の経済

効果の算定などを行います。
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利根川水系土地改良調査
管理事務所

■ 土地改良事業の計画づくり



土地改良事業は、環境との調和に配慮することを原則としています。

このため、調査計画時点の環境調査のほか、事業による環境への影響の評価や適切な環境保全対策の実施に向け、生物生息状況の

効率的な調査手法の検討、生息環境を整備するための手引きの作成、農業用水路等の通水阻害を引き起こす侵略的外来生物の対応策

の検討など、農村地域の環境保全のための各種調査を行います。

・ 環境DNAによる魚類等の生息状況推定
手法の検討

〇 効率的な調査手法の検討

〇 環境保全のための手引き等の作成

・ 地域住民との生きもの調査

〇 生物生息状況調査
13

【環境調査の例】

農村環境保全
調査web

・ 外来種対策のパンフレットや
駆除マニュアルの作成

・ 水田魚道設置による水域ネット
ワークの保全対策の検討

■ 農村地域における環境保全に関する調査

〇 侵略的な外来生物への対応

具体的な業務の事例 ②

・ 魚巣ブロック設置による魚類等の
隠れ場・退避場所の確保



土地利用の区域分けのイメージ

農業を振興する地域の中に、
農業投資を行う農用地区域
を設定し、農地転用を禁止。

都市計画の対象地域の中に、
市街化区域を設定し、都市的
開発を促進。

農地は、食料の供給をはじめ国土の保全等といった重要な役割を果たす、

限りある資源であり、その確保と有効利用に確実に取り組んでいく必要があります。

一方、国土が狭小な我が国においては、宅地や工場等の農業以外の土地利用

の需要（都市的土地利用）にも適切に対応する必要があり、農業的土地利用と都

市的土地利用の区域分けが重要です。

このため、農地を守るという基本的な考え方に立って、他省庁（国土交通省等）

や、都道府県・市町村の農地担当部局と都市計画担当部局との調整・指導を行

います。

農業的土地利用に区域分けされた土地（農用地区域）では、農業用用排水

路の整備や区画の拡大をはじめとした農業投資（土地改良事業等）を行われ、

事業が行われた農業生産性の高い農地（優良農地）は、その確保と有効利用

が重要です。

一度、宅地や工場に転用（農地転用）されると、農業の生産基盤は失われ、

基本的に農地に戻ることはありません。

農村振興局では、農振法（農業振興地域の整備に関する法律）等により、優

良農地の確保に努めています。

■ 優良農地の確保

■ 土地利用の調整（農業的土地利用と都市的土地利用の区域分け）

農業振興地
域制度web
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具体的な業務の事例 ③



■ 地域資源を活用した農山漁村の活性化

農村には、古民家、郷土料理、伝統的農業生産技術、農村景観や農村文化など、農村の活性化に繋がるような地域の資源

が数多くあります。

こうした地域資源を活用した農泊や農業遺産の認定による伝統的な農林水産業の支援を行います。

農泊

農業遺産

※ 世界農業遺産：15地域、日本農業遺産：２4地域 (R5.7現在)

・

伝統的農業生産技術など独自性のある農林水産業と、棚

田などの農村景観、生物多様性や農村文化などが相互に関

連して一体となった、将来に受け継がれるべき重要な農林

水産業システムを認定する「農業遺産制度」の取組により

伝統的な農林水産業システムの継承を支援します。

農業遺産

・

農山漁村地域ならではの伝統的な生活体験と地域の人々と

の交流を楽しみ、農家や古民家等での宿泊によってその土地

の魅力を味わってもらう「農泊」の取組を進め、都市と農山

漁村との交流や増大するインバウンド需要の呼び込みを促進

することで農山漁村の所得向上と地域の活性化を図ります。

農泊

15

農泊
ポータルサイト

具体的な業務の事例 ④

農業遺産
Web



鳥獣被害の防止とジビエ利用の拡大

営農意欲の減退、耕作放棄・離農の増加など農村地域の存亡にもつながる鳥獣被害。

 これを無くし、農村地域の活性化を図るため、鳥獣防護柵の設置や捕獲の促進等の鳥獣被害防止対策を進め

るとともに、捕獲した鳥獣の有効活用を図るため、処理加工施設の整備や民間企業と連携したジビエフェアな

どの普及プロモーション等、有害鳥獣を「マイナス」の存在から「プラス」の存在へと変えるジビエ利用拡大

に向けた支援を行います。

■ 鳥獣対策
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【ジビエポータルサイト】

ジビエの魅力、イベント
等の情報はこちらから

具体的な業務の事例 ⑤

鳥獣被害対策コーナー ジビエ利用拡大コーナー



試験区分「物理」、「化学」の皆さまへ

「物理」、「化学」の試験区分で受験された皆さまにつきましては、

前頁までの業務に加えて、次頁の「農村振興の現場における地球科学分野の取組」を

担っていただくこととなります。
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～農村振興の現場における地球科学分野の取組～

不透水基盤が分布しない島嶼地域の水源開発

1. 農業を支える農業生産基盤の整備と保全管理

農業用水が十分得られない地域では、農業用のダムや地下ダムを
造って安定水源を確保しますが、それには地質・地盤環境に関する
技術的課題の解決が必要です。

また、ダムなどの施設は造るだけでなく、そ
の長寿命化、ライフサイクルコスト低減を図る
ため、施設を適切に保全・管理してゆくことも
重要です。

それらに関わる地質・地盤環境情報の収集分
析、活用を主導しています。

２. 農村地域の防災・減災対策

ダムなど大規模施設の耐震安全性を評価する際に、地震時の地盤
の挙動予測などに携わります。また、農村を地すべり災害から守る
ため、地すべり防止区域の指定や対策工事の計画を主導します。

３.地域資源を活用した農村振興

農業分野への地質・地下水資源の活用や、地質・地下水環境に因
る災害（地すべり、地盤沈下など）の被害防止を図るための調査や
技術開発に、農村振興の一助として取り組んでいます。

レーザスキャナ
搭載のUAV

UAVを用いた高解像度地形図
による地すべり地形解析

不透水基盤が分布しない島嶼地域の
水源開発（淡水レンズ開発）
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具体的な業務の事例

地下水の温度利用
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キャリアパスとワークライフバランスの取組



キャリアパスと研修制度

主に農林水産本省、地方農政局及び調査
管理事務所の管理職といった様々なキャリ
アを経験する。

組織のマネジメント、部下の育成等。

【研修の例】

〇 調査計画職員として採用されると、地方農政局を拠点として、調査管理事務所や、農林水産本省などをおおむね２，３年のサイ
クルで異動することで、政策の立案から現場での実行までの一連の業務を経験します。
 本省では農村振興局を中心に大臣官房等他局のほか、時には他省庁や在外公館など、様々な場で多様な業務に携わります。

〇 充実したＯＪＴ （ On-the-Job Training ）のほか、職員の資質向上と職務上必要な知識や技術の習得を目的として、様々な
研修を用意しています。

初任者研修

係長養成研修 課長補佐等養成研修

係長フォローアップ研修
階層別
研修

課長補佐
フォローアップ研修

管理職研修

主に地方農政局及び調査管理事務所を経験し、
業務に必要な知識・技術を習得する。

本省、地方農政局及び調査管理事務所を幅広
く経験し、担当分野の責任者として業務を実施。

地方局では補助事業等施策を執行し、調査管
理事務所では調査技術、現場調整力を習得す
る。本省においては、専門分野の知識習得ととも
に、施策の企画・立案能力を習得する。(スペ
シャリスト育成)

本省、地方農政局及び調査管理事務
所を経験し、担当班のマネジメント、部
下の育成能力を習得する。

本省課長補佐においては、担当分野の
施策の企画・立案、予算、国会業務の
対応等を行う。

課長補佐クラス
調査事務所専門官
地方局課長補佐
調査事務所課長
本省課長補佐
21年目以降

係 員
～7年目(20歳台)

係 長
8～20年

（30～40歳台）

管理職等

地方局課長
調査事務所所長
地方参事官等
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※ 年数、年齢はおよその目安です。

地域農業開発計画研修

環境影響評価等各種環境関係研修(環境省)実務研修

農村工学専門技術研修（経済効果Ⅰ，Ⅱ）

農作物鳥獣被害防止対策研修



農政局係員

調査管理
事務所係員

１年目

７年目

農政局係長

その後は、調査管理事務所の専門官、課長、地方農政局の課長補佐、農林水産省本省の課長補佐、
地方農政局の管理職や調査管理事務所の幹部といったキャリアを経験することとなります。

調査計画職員のキャリアパスの例

＜主な配属先＞
各地方農政局 農村振興部
農村計画課、都市農村交流課、土地改良管理課、農村環境課
事業計画課、農地整備課

各地方農政局の調査管理事務所

農村振興局 農村政策部、整備部各課

各地方農政局の調査管理事務所

各地方農政局 農村振興部
農村計画課、都市農村交流課、土地改良管理課、農村環境課、
事業計画課、農地整備課

農村振興局 農村政策部、整備部各課

調査管理
事務所係長

２０年目

本省係員

本省係長

21



両立支援制度

男女ともに仕事と家庭生活の両立が行えるよう、様々な支援制度があります。

◆ 全ての国家公務員に適用される両立支援制度の詳細は人事院
HPをご覧下さい。
（https://www.jinji.go.jp/ikuzi/ryouritsu_toppage.html）

◆ その他、外国で勤務等をする配偶者と外国において生活を共にす
るために、最長３年休業できる制度（配偶者同行休業制度）もあり
ます。 詳しくは人事院HPをご覧ください。
（http://www.jinji.go.jp/doukou/toppage.html）

ワークライフバランスに関する取組

農林水産省では、ワークライフバランスの向上に向けた政府全体の取組と併せ
て、様々な取組を推進しています。

✓ 有給休暇（夏季休暇、年次休暇等）の取得推進
✓ 残業時間の削減、業務効率化
✓ テレワークの活用

テレワーク

働き方改革

22

（人事院ホームページより）

https://www.jinji.go.jp/ikuzi/ryouritsu_toppage.html
http://www.jinji.go.jp/doukou/toppage.html
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採用について



調査計画職員の採用

■農村政策に関心のあるみなさんの中から若干名を、採用します！

【202３年度採用実績】
８名（うち、農学 4名、農業農村工学３名、化学１名）

■「現場主義」を実践する農林水産省の中で、農村の現場において農業
者や市町村等の地域と一体となった活動やフィールドワークもある職場
です。

■みなさんの力を、農業生産の向上や農村の地域づくり等、農村振興の取
組に活かしてみませんか！

24
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202４年度 調査計画職員の採用の流れ

採用予定数と採用時の勤務地

① 202４年度の調査計画職員の採用数は、 試験区分「農学」「農業農村工学」「機械」「デジタ

ル・電気・電子」「土木」「物理」「化学」から若干名。

② 勤務地は各地方農政局の本局、土地改良調査管理事務所、農林水産本省等となります。

① 第１次試験（人事院）・・・・・・・・・・・・・・・・  ６月 ２日（日）

② 第１次試験合格者発表・・・・・・・・・・・・・・ ６月26日（水）

③ 官庁訪問予約受付・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６月26日（水）～ ※１

地方農政局で実施します。地方農政局のホームページから予約してください。

④ 官庁訪問（一次面接）・・・・・・・・・・・・・・・・  ７月２日（火）～ ※１ ※2

⑤ 第2次試験（人物）（人事院）・・・・・・・・・・     ７月１０日（水）～７月２６日（金）

⑥ 官庁訪問（二次面接）・・・・・・・・・・・・・・・・ 未定 ※１

⑦ 最終合格者発表（人事院） ・・・・・・・・・・・ ８月1３日（火）

⑧ 採用内々定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８月１３日（火）～

○ 現地見学会（各農政局等）・・・・・・・・・・・・ 各農政局のホームページをご確認してください。

※１ 農林水産省における具体的なスケジュール、予約先等は、ホームページで公表。
※２ 過年度合格者も④官庁訪問（一次面接）に参加できます。

最終合格者は採用候補者名簿に記載されます（２０２３年度試験以降、５年間有効
（2022年度以前受験者は３年間））



試 験 区 分

行政 行政

技術系

デジタル・電気・電子

機械

土木

建築

物理

化学

農学

農業農村工学

林学
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一般職採用試験（試験区分）
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「河北潟周辺の農業水利」とは
農業農村整備事業の一事例を紹介

《 参考 》 農村振興局の取組などを紹介するweb等

「水土の礎」
農業農村整備の歴史を紹介

農林水産省農村振興局 Official web
農村振興局の施策のほか、以下のような様々な参考情報を掲載

〔土地改良事業関係〕

〔地域振興関係〕

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
農山漁村のポテンシャルを引き出し、地域の活性化に取り
組んでいる優良事例を紹介

このページの他、各
取組紹介ページの
右上などにも二次
元コードを掲載して
います。

農業遺産 × 6次産業化
地域づくりの施策（農業遺産）が地域振興に
結びついた事例を紹介

農村振興及び地域活性化に関する動画
地域の暮らしを支える取組と、その取組を通じた
住民間のささやかな触れあい （YouTube）
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